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　公的年金等に対して市・県民税（個人住民税）が課税される方
を対象に、年金保険者が、年金支払時に市・県民税を年金から差
し引いて納入する制度です。
※納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるもので
はありません。

【対象】　次の条件を全て満たしている方。なお、対象となる方には、
６月11日（月）付けで発送する通知書により、個別にお知らせします。
①前年中に公的年金等の支払いを受けた方
②平成 30 年 4 月 1 日時点において国民年金法に基づく老齢基礎年
金等の支払いを受けている 65 歳以上の方

③介護保険料が老齢基礎年金等から引き落とされている方
※ ただし、次の方は対象となりません。
○老齢基礎年金等の年額が 18 万円未満の方
○平成 30 年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
【対象額】　公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額です。
【特別徴収が中止される場合】　次の場合には、引き落としが中止され、
残りの税額は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
○納税義務のある方が死亡した場合
○介護保険料が特別徴収されなくなった場合
〈納税方法〉

※公的年金等に対する市・県民税額が、前年度納税通知書で既に通
知している仮徴収税額を下回った場合、公的年金等から差引きさ
れて納め過ぎになった仮徴収税額は、納入確認後に還付されます。

◆市民税課 　内線 244

区
分

普通徴収
（納付書または口座振替で納める方法）

特別徴収
（年金から引き落として納める方法）

月 ６月 8月 10月 12月 2月
税
額 年税額の４分の１ずつ 年税額の６分の１ずつ

区
分

特別徴収
仮徴収 本徴収

月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税
額 前年度の年税額の６分の１ずつ 年税額から４・６・８月の税額を

差し引いた額の３分の１ずつ

　国民年金保険料を納めるのが経済的に困難
な方には、申請して承認を受けると、保険料
が免除される「申請免除」の制度があります。
［全額免除］保険料の全額（月額：16,340 円）
が免除されます。

［半額免除］保険料の半額（月額：8,170 円）
を納めて半額が免除されます。

［４分の３免除］保険料の４分の１の額（月額：
4,090円）を納めて４分の３の額が免除さ
れます。

［４分の１免除］保険料の４分の３の額（月額：
12,260 円）を納めて４分の１の額が免除
されます。

［納付猶予］50 歳未満の方が対象で納付が猶
予される制度です。（平成 37 年 6 月まで
の時限措置）

※免除の承認を受けた期間でも、減額された
保険料を納めないと未納期間となります。
《申請免除等のポイント》

　免除・猶予は、申請時点の2年1か月前の
月分まで遡って申請することができますが、申
請が遅れると、その分免除の開始が遅れます
ので、お早めに手続をお願いします。
　免除・猶予の承認は、本人・配偶者・世帯主（納
付猶予は本人・配偶者）の所得により決定され
ますが、天災・失業・事業の廃止等による申請
の場合には、審査の際に事情が考慮されます。
　申請は原則、毎年必要となりますので、ご注
意ください。
　免除・猶予を受けた期間は、10年以内なら「追
納」することができます。追納する際、経過し
た期間に応じて加算額がつきますが、追納した
期間については、将来の年金額が通常納付し
た場合と同じように取り扱われます。
◆保険年金課　 内線277　
◆各行政センター市民担当係
◆熊谷年金事務所　 048-522-5012（音声案内2番）
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　公的年金等に対して市・県民税（個人住民税）が課税される方
を対象に、年金保険者が、年金支払時に市・県民税を年金から差
し引いて納入する制度です。
※納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるもので
はありません。

【対象】　次の条件を全て満たしている方。なお、対象となる方には、
６月11日（月）付けで発送する通知書により、個別にお知らせします。
①前年中に公的年金等の支払いを受けた方
②平成 30 年 4 月 1 日時点において国民年金法に基づく老齢基礎年
金等の支払いを受けている 65 歳以上の方

③介護保険料が老齢基礎年金等から引き落とされている方
※ ただし、次の方は対象となりません。
○老齢基礎年金等の年額が 18 万円未満の方
○平成 30 年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
【対象額】　公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額です。
【特別徴収が中止される場合】　次の場合には、引き落としが中止され、
残りの税額は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
○納税義務のある方が死亡した場合
○介護保険料が特別徴収されなくなった場合
〈納税方法〉

※公的年金等に対する市・県民税額が、前年度納税通知書で既に通
知している仮徴収税額を下回った場合、公的年金等から差引きさ
れて納め過ぎになった仮徴収税額は、納入確認後に還付されます。

◆市民税課 　内線 244

区
分

普通徴収
（納付書または口座振替で納める方法）

特別徴収
（年金から引き落として納める方法）
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税
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仮徴収 本徴収
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税
額 前年度の年税額の６分の１ずつ 年税額から４・６・８月の税額を

差し引いた額の３分の１ずつ

　国民年金保険料を納めるのが経済的に困難
な方には、申請して承認を受けると、保険料
が免除される「申請免除」の制度があります。
［全額免除］保険料の全額（月額：16,340 円）
が免除されます。

［半額免除］保険料の半額（月額：8,170 円）
を納めて半額が免除されます。

［４分の３免除］保険料の４分の１の額（月額：
4,090円）を納めて４分の３の額が免除さ
れます。

［４分の１免除］保険料の４分の３の額（月額：
12,260 円）を納めて４分の１の額が免除
されます。

［納付猶予］50 歳未満の方が対象で納付が猶
予される制度です。（平成 37 年 6 月まで
の時限措置）

※免除の承認を受けた期間でも、減額された
保険料を納めないと未納期間となります。
《申請免除等のポイント》

　免除・猶予は、申請時点の2年1か月前の
月分まで遡って申請することができますが、申
請が遅れると、その分免除の開始が遅れます
ので、お早めに手続をお願いします。
　免除・猶予の承認は、本人・配偶者・世帯主（納
付猶予は本人・配偶者）の所得により決定され
ますが、天災・失業・事業の廃止等による申請
の場合には、審査の際に事情が考慮されます。
　申請は原則、毎年必要となりますので、ご注
意ください。
　免除・猶予を受けた期間は、10年以内なら「追
納」することができます。追納する際、経過し
た期間に応じて加算額がつきますが、追納した
期間については、将来の年金額が通常納付し
た場合と同じように取り扱われます。
◆保険年金課　 内線277　
◆各行政センター市民担当係
◆熊谷年金事務所　 048-522-5012（音声案内2番）
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決められた日（8時30分まで）に出してください。

ハートフル収集をご利用ください

　収集車両火災防止のため、プラスチック製使い捨てガスライター
は、ガスを抜き、カンの日にカンとは別の透明袋に入れて、集積所に
出してください。
　スプレーカン・カートリッジボンベは、ガスを抜き、穴をあけ、ビ
ンの日にビンとは別の透明袋に入れて、集積所に出してください。

　

対象となる人
　ごみを集積所まで出すことが困難で、近所・身内の協力も得られ
ない方で、①から③のいずれかに該当する市民が対象となります。
①原則として、６５歳以上の一人暮らしの方（基準として要介護１以上）
②障害のある一人暮らしの方
③６５歳以上あるいは障害を持っているが、同居の家族がいる場合
で、同居者が高齢者、虚弱者などで集積所までごみを出すことができ
ない方
事業の内容
・集積所に出せるごみを収集します。（ただし、庭木等は出せません。）
・収集は、個々のケースに応じて、週１回もしくは２回収集します。原則
として、家の中には入りません。
・訪問の際には、安否確認を兼ねて声がけをします。
訪問調査と決定通知
　申請書をもとに職員が訪問調査を行い、その際に具体的に状況を
確認します。調査に基づき実施の可否の決定を行い、結果については
後日決定通知書により通知します。

家庭ごみの収集日

アグリパーク
（レストラン・物産・花） 物産センター直売部門 物産センター食堂部門

電　話 048-567-1187 048-588-0090 048-588-7200
休館日 6/6(水） ー 毎週火曜日、第1月曜日
開設時間 10：00～18：00

（ 　　　　      ） 9：00～18：00 11：00～15：00
17：00～20：00

 

土・日曜日、祝日は
9：30～18：00 （ 　　　　　　　　  ）都合により終了が

早まる場合あり

◆環境美化センター　　048-524-7121

消費生活アドバイス
タレント・モデル契約のトラブルに注意しましょう
　10 代 20 代の若者を中心にタレント・モデル契約の様々なトラブ
ルが発生しています。インターネットで検索したオーディションに申
し込んだり、ＳＮＳでタレント事務所の募集広告を見て連絡をとっ
たことをきっかけにトラブルに遭うケースがあります。

　状況によっては、クーリング・オフ等ができる場合があります。
被害に遭ったら、１人で悩まずに消費生活センターにご相談くだ
さい。
◆熊谷市消費生活センター(市役所1階市民相談室内)　
3048-524-7321(直通)
月～金曜日（受付時間 9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 15:30）

①契約の際には、活動内容や、費用負担等を十分に確認しましょ
う。金銭の負担を求められる場合は特に注意しましょう。

②その場での契約は避け、家族に相談するなど冷静に判断しま
しょう。

消費者への
アドバイス

 

 

 ①市民税課 内線 244
 ②保険年金課 内線 248
 ③保険年金課 内線 278
 ④大里広域市町村圏組合介護保険課

 ①市・県民税（個人住民税）
 ②国民健康保険税
 ③後期高齢者医療保険料
 ④介護保険料

3

-
-

3

-
-

3

-
-

電話やハガキで次のような言葉が出たら、要注意！
○医療費、保険料、税金の還付金があります。ＡＴＭに行って
ください。

○携帯電話の番号が変わった。
○会社の現金や小切手を紛失したので現金が必要になった。
○事件、事故を起こして示談金が必要になった。
○お持ちのキャッシュカードが使えなくなった。これから取
りに伺います。

○有料サイトの利用料（または解約金）の支払いが必要です。
○法務省や消費生活センターをかたり「訴訟」「最終催告」な
どの言葉で不安をあおるハガキ

○実際には借りていない借金の返済を求める債権回収会
社からのハガキ

　不審な電話やハガキを受け取ったときは、慌てず、家族
や市役所、熊谷警察署（電話：048-526-0110）に相談し
てください。
　また、在宅中でも留守番電話に設定するなどして、被害を
防止しましょう。
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